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•   ○「自助」「共助」「公助」の適切な役割分担と連携 

•   ○ 地域住民と県・市町村・防災関係機関の協働 
計画の推進にあたって 
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 テーマ１ 災害に強いまちづくり 

•インフラの長寿命化、住宅・学校・病院等の建築物の耐震化、上下水道、港湾漁港 

•施設等のライフラインの耐震化、土砂災害・雪害対策等 

• ⇒県・市町村等が実施するハード対策 

 テーマ２ 災害対応力の強化 

•情報伝達手段の多様化、ハザードマップの作成、避難勧告等発令基準の策定等、 

•災害発生時の住民避難対策、火山防災対策の強化等 

• ⇒県・市町村等の災害対応 

 テーマ３ 地域防災力の強化 

•自主防災組織の充実・強化、災害救助用物資の備蓄・供給体制の整備、防災意識 

•向上に向けた地域住民の取組等 

• ⇒地域住民等による自助・共助の取組 

 テーマ４ 消防力の強化 

•常備消防力、消防団の充実･強化、消防防災航空隊の機能強化、消防学校における 

•教育訓練の充実等 

• ⇒県・市町村等による公助の取組 

秋田県防災･減災行動計画（案）の概要 

 

○秋田県地域防災計画の実施計画として位置づけられるもので、同計画の実効性を高め、地域防災力の更なる強化を図ることを目的に策定 

○計画期間における防災・減災対策を着実に推進するため、防災・減災の目標を設定するとともに具体的な取組内容や達成すべき目標（定量又は定性）を明示 

○対象とする取組は、災害対策基本法に定める事項や最近の地域防災計画の修正内容を踏まえ、県・市町村等が重点的かつ緊急に取り組むべき事項 

○施策の方向性を明確にするため、多岐にわたる取組事項を、４つのテーマに体系化 
 

 

○地震・津波災害による人的・物的被害を最小化する。 

○台風や豪雨による水害・土砂災害及び火山噴火災害等による人的被害をゼロに近づける。 

１ 計画の内容 

２ 防災・減災の目標 

○計画期間は、平成２８年度から３２年度までの５年間 

○毎年度、達成状況の点検・評価を行い、計画の確実な実施を確保 

３ 計画期間と進行管理 

計画に掲げる取組を着実に実施し 

県民の安全・安心を確保 

○多数の住民等が利用する建築物の耐震化率 

平成 26年度【８８．０％】⇒32年度【９５％】  

○自主防災組織の組織率 

平成 27年度【７０．５％】⇒32年度【８３．９％】  

○消防団員の条例定数充足率 

平成 27年度【８９．０％】⇒32年度【９６．８％】  

○業務継続計画（BCP）策定市町村数 

平成 27年度【９】⇒32年度【２５】  

○避難勧告等判断･伝達マニュアル策定市町村数 

水  害：平成 27年度【１２】⇒32年度【２５】 

土砂災害：平成 27年度【１２】⇒28年度【２４】  

 

主な取組目標 

○災害に備え食料等を備蓄している県民の割合 

平成 27年度【４５．５％】⇒32年度【７０％】  

○土砂災害警戒区域の指定率 

平成 27年度【４５％】⇒31年度【１００％】  

※「主な取組目標」の平成２７年度の数値は年度末の見込み値を示す。 
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1.インフラの長寿命化の推進 (1)公共施設の老朽化対策の推進【１】 

2.建築物等の耐震化の推進 

(1)計画的な耐震改修の実施【１】 

(2)住宅・学校・病院等の耐震化の推進【４】 

3.ライフライン等の耐震化の
推進 

(1)緊急輸送道路の耐震化の推進【１】 

(2)河川管理施設の耐震化の推進【１】 

(3)上・下水道の耐震化の促進【２】 

(4)港湾・漁港施設等の耐震化の推進【２】 

4.災害に備えたまちづくり 

(1)土砂災害防止対策の推進【１】 

(2)河川改修・治山対策の推進【２】 

(3)農地防災対策の推進【１】 

(4)海岸保全施設の整備促進【１】 

(5)停電時の道路交通の確保【１】 

5.雪に強いまちづくり 

(1)道路等の雪害防止対策の推進【３】 

(2)住宅の克雪化の推進【２】 

(3)空き家対策の強化【１】 
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１.県・市町村の災害対応力の強化 

(1)県・市町村職員の災害対応力
の強化【２】 

(2)防災・危機対応訓練の実効
性の確保【１】 

(3)災害発生時の業務継続体制の
構築【１】 

２．災害時の避難体制の強化 

(1)多様な情報収集・伝達手段の
確保【２】 

(2)住民の避難対策の強化【７】 

(3)高齢者等要配慮者への避難支
援の充実【２】 

(4)避難所等における生活環境の
整備【５】 

３．広域応援・受援体制の強化 

(1)広域防災拠点の整備等【３】 

(2)広域応援体制の整備【１】 

４．災害時医療救護体制の強化 

(3)医療提供体制の充実強化【２】 

(4)医薬品等の備蓄体制の整備【１】 

５．火山防災対策の推進 

(1)住民の警戒避難体制の構築【２】 

(2)登山客等の安全対策の強化【２】 
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１.自助・共助による防災活動
の推進 

(1)自主防災組織等の充実強化【２】 

(2)住民等による防災対策の促進【５】 

(3)災害ボランティア等の活動促進【２】 

２.物資の備蓄供給体制の強化 

(1)災害救助用物資の備蓄促進【２】 

(2)物資調達･輸送の確保【２】 

３.県民の防災意識の向上 

(1)多様な主体が参画する防災訓練の実
施【２】 

(2)防災学習の推進【２】 
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１.常備消防力の充実・強化 

(1)消防設備の整備促進【２】 

(2)消防防災航空隊の強化【２】 

２.消防団の充実・強化 

(1)消防団員の確保【２】 

(2)消防団の技術力向上と安全確保【２】 

４つのテーマ、１５の基本目標、目標を達成するための３９の施策、８０の取組・事業で構成 

５つの基本目標、１５の施策、２４の取組・事業 ５つの基本目標、１３の施策、３１の取組・事業 

３つの基本目標、７の施策、１７の取組・事業 

２つの基本目標、４の施策、８の取組・事業 

※※桃色の着色は「基本目標」、水色は「施策」、【 】内は取組・事業の数を示す。 
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